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本研究では、令和 2年度に都道府県を主体として実施される CDR（Child Death Review）の

モデル事業の実施に向けて、地域自治体主導型 CDR を計画している都道府県への支援体制の構

築を目的とした。その具体的な活動にオブザーバーとして参加することで、事業に関わる問題

点の抽出と解決へ関与し、事業の立ち上げや実施に必要な支援ツールの作成等を行った。 

今年度は、山梨県及び三重県が主催する会議に参加し、支援を行った。山梨県の活動では月

1回の頻度で会議に参加したが、段階的に CDR の周知、制度設計についての議論を重ねた。CDR

に対する疑問点や事業開始にあたっての問題点を共有した。個人情報の保護に関する法律や同

条例に関する解釈の問題点が生じたため、法学者のもとに赴き、個人情報の保護に関する法律

第 16条第 2項の適応除外の条項にある「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために

特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」という条項に該当す

る可能性等を模索した。 

支援ツールの作成支援としては、①事業の手引き、②保健所死亡小票の目的外利用申請に関

する書類、③小児死亡台帳、④死亡調査票の作成支援、⑤死亡情報収集のための遺族への同意

書類、⑥CDR 関係多機関への情報提供依頼書類の作成、等を行った。また、来年度の CDR のモデ

ル事業を見据え、令和 2年 1月に行われた厚生労働省主催の全国説明会の事務局を担当した。 

来年度は CDR モデル事業の実施を通じて、今までそれぞれの地域で独自に行っていた CDR を、

最低限必要な項目を記載した「手引き」に則った形で、都道府県 CDR モデル事業として進めて

いくことで、体制構築と事業化を検討するための課題の抽出が可能になる。今後も継続して、

関係都道府県への支援と、そこで生じる課題への対策を検討していくことが重要である。 

A. 研究目的 

 平成 30 年 12 月 8 日に、「成育過程にある者

及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成

育医療等を切れ目なく提供するための施策の

総合的な推進に関する法律（平成 30 年第 104

号）」が成立し、同法 15条第２項において「国

及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡

した場合におけるその死亡の原因に関する情

報に関し、その収集、管理、活用等に関する体

制の整備、データベースの整備その他の必要な

施策を講ずるものとする。」とされた。令和元

年 6 月 6 日に成立した死因究明等推進基本法

（令和元年法律第 33 号）においても、同法附

則第２条で「国は、この法律の施行後三年を目
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途として、死因究明等により得られた情報の一

元的な集約及び管理を行う体制、子どもが死亡

した場合におけるその死亡の原因に関する情

報の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死

因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度

等の在り方その他のあるべき死因究明等に係

る制度について検討を加えるものとする。」と

されている。このふたつの法律から、諸外国で

実施されており、一部法制化もされている

Child Death Review（CDR）をわが国において

もより前向きに検討する後押しとなっている。 

CDR については、以前より、厚生労働省の研

究班などで、その方策や課題について検討され

てきた。その中では、医療機関主導による CDR、

学会主導の CDR、地域自治体主導による CDR な

ど様々な方法が検討されてきた。しかし、医療

情報だけでなく行政情報も多く必要になる

CDR において、医療機関主導で行うには行政情

報の収集に限界が生じることも明らかにされ

てきた。こうしたことから、都道府県主導で

CDR を行うことで、関係多機関への周知は容易

になり、情報提供の可否はともかく、事業への

理解は得やすいことから利点があると考えら

れた。 

厚生労働省子ども家庭局は、令和 2 年度に

「子どもの死因究明に係る体制整備」として予

算請求をおこない、都道府県における実施体制

を検討し、制度化に向けた課題抽出を主な目的

として、そのモデル事業の費用を支援すること

となった。その概算要求の段階で、当分担班は

当初の主要課題であった「CDR 中央管理センタ

ーの設置に係る研究」から、「モデル事業実施

に向けた支援」を課題とし注力することになっ

た。 

その活動として具体的には、 

1)  都道府県主導の CDR の実施手順や個人情

報の取り扱いに関する検討 

2)  実施に向けた各種支援ツールの原案作成 

① 「手引き」 

② 保健所死亡小票の目的外利用申請に

関する書類 

③ 小児死亡台帳 

④ 死亡調査票作成協力（沼口研究代表主

導） 

⑤ 死亡情報収集のための遺族の同意書 

⑥ CDR 関係多機関への情報提供依頼書 

3)  「 子 ど も の 死 因 究 明 (Child Death 

Review)に関する説明会」開催支援 

4)  山梨県の事業体制構築支援 

5)  三重県の事業体制構築支援 

であった。 

 山梨県及び三重県の CDR の事業体制構築支

援を行った背景として、山梨県は令和 2年度か

ら県知事が県の事業として CDR 開始を表明し

ていたことや、令和 2年度からのモデル事業の

実施意向を早期に表明したことがある。一方、

三重県では、平成 27 年より、小児科医会を中

心として有志で CDR に関する勉強会が始まっ

ており、県担当者を含めた関係多機関のコミュ

ニケーションが円滑に行うことのできる状態

にあったことや、山梨県と同様に、モデル事業

の実施意向を表明し、厚生労働省および当研究

班への相談があったためである。 

 

B. 実施内容 

令和 2 年度から CDR のモデル事業が実施さ

れることになったため、当分担研究班でも、担

当業務が変更となった。当初は、中央データ管

理センターの設置方法について検討すること

であったが、山梨県を事例として、モデル事業

の開始に向けて必要な準備や資料、生じる疑問

点とその解決策を明らかにすることで、他都道

府県に応用できるような制度設計を支援する

こととなった。同時に、モデル事業で必要とな

るマニュアル・資料のドラフト作成をおこなう

こととなった。 

 

1)  都道府県主導の CDR の実施手順や個人情

報の取り扱いに関する検討 

① モデル事業の実施と支援 
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医学系研究ではなく行政事業として CDR を

行うことで、死亡症例の全例把握や事業の継続

性の担保、関係多機関への周知や協力依頼、検

討された予防策の実装などが実現される可能

性が高まると考えられる。その反面、CDR を実

施するためのノウハウの不足や事業予算の確

保といった、別の課題が生じることが指摘され

ている。そこで、令和 2年度にモデル事業を通

じて、制度化を検討するための課題抽出などを

おこなうこととなった。医療機関主導や医学系

研究として行われてきた CDR の経験は、都道府

県主導の CDR の中で委託事業として代表医療

機関が請け負うことで、活用されることが望ま

しいと考えられた。 

 

② CDR の実施枠組みの検討 

モデル事業の体制を検討する際に、個人情報

保護と同意の取得は、大きな課題の一つとして

検討が重ねられた。個人情報保護を考える枠組

みとして、医学系研究として「人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針」に基づいて実施

する方法と、行政事業として「個人情報の保護

に関する法律（個人情報保護法）」などの法律

に基づいて実施する方法を中心に、CDR の実施

枠組みについてその長所と短所を検討した。 

 

・医学系研究による実施 

CDR については、以前よりその主体が医療機

関（小児科医）主導、地域自治体主導などいく

つかの方法が検討され、実際に地域レベルで医

学系研究として実践されているところもあっ

た。対象者のカルテ情報の後方視的な研究とし

て実施することで、オプトアウトの機会を設け

ることなどにより、同意取得が必須でなくなる。

そのため、医学系研究として、倫理委員会の承

認を経て CDR を実施することで、医療機関とし

ては、「研究」に情報提供を許可しやすくなる

などの長所があった。また、CDR を実施する上

で不可欠な小児科医や法医学者にとって、収集

したデータを研究利用しやすいことは、結果を

公表しやすいことにもつながっていた。医学系

研究として実施されたこれまでの研究班や学

会による CDR の取り組みは、報告書などの成果

物として、CDR の意義や今後の課題などを示す

有用な資料となっている。 

しかし、医学系研究として CDR を実施した場

合、警察や児童相談所などが持つ行政情報を収

集することが難しいこと、一部の医師や関係者

が負担する俗人的な仕組みになりやすく、全国

展開が容易ではないこと、人的・財政的な観点

から活動の継続性が担保されにくいことなど、

いくつかの課題も明らかにされてきた。 

 

・行政事業としての実施 

 行政事業として CDR を実施することで、医学

系研究による実施で指摘される、行政情報の取

得や普遍性・継続性の担保などの課題は解消し

やすくなる。一方、遺族からの同意取得の要否

や、医療機関から行政に患者情報を提供する手

続きなど、新たな課題も生じることが明らかに

なった。 

 個人情報の取扱いについては、個別に同意を

取得する方法と、個人情報保護法第 16 条第 2

項の適応除外の条項にある「公衆衛生の向上又

は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。」に基づいて、同意の取得が

必須ではないと考える方法について検討され

た。 

 

③ 個人情報保護法・条例の解釈 

CDR における個人情報の取扱いについて、個

人情報保護法・条例の理解や解釈が重要となる。

CDR では、死亡した背景情報を収集する必要が

あり、本人だけでなく遺族に関連する情報が関

わってくることもある。そうした該当者全員か

ら個別に同意を取得することは現実的には極

めて困難であり、悉皆性や継続性を重視する

CDR の理念が損なわれることにつながる。 

そこで、個人情報の取り扱いとその法律の解
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釈について、法学の専門家に相談をした。その

際の要点は以下の通りである。 

 「行政事業」である場合、個人情報の保護

に関する法律第 16 条第 2 項の適応除外の

条項という条項に該当するのであれば、個

人情報を使用することに行政法上の問題

はないが、そもそもそれと使用された側の

権利侵害などの議論は全く別のものとな

る。後者において民法の損害賠償請求が生

じた場合にどういった対応になるのかは

もう少し議論を詰める必要がある。 

 CDR の意義・重要性を理解してもらえるよ

うな世論を作っていくことが必要。 

 同意取得に関しては、同意をとれば何でも

収集してよいというような考え方になる

ことが、かえって個人のプライバシーの侵

害につながるという法学者間の議論もあ

る。関係多機関の心理的ハードルを下げる

ことにはなるかもしれないが、万能ではな

いことに留意してほしい。 

 都道府県主導で医学系研究をおこなうと

いうことは説明が困難であり、行政事業と

して実施されることが望ましい。 

 

④ 山梨県においての個人情報の取り扱い 

山梨県において、行政事業として CDR を進め

る上で、関係多機関が情報収集するために解決

すべき問題について、国の母子保健事業の進め

方や研究倫理に詳しい専門家に相談をした。そ

の際の要点は以下の通りである。 

 山梨県の「個人情報の保護に関する条例

（個人情報保護条例）」においては、死者

もその対象としており、個人情報保護法よ

り厳しく定められている。 

 県が大学などに病院情報の収集業務を委

託する場合、その受託機関も県の個人情報

保護条例に従う必要がある。県立病院も同

様である。民間病院は、個人情報保護法に

従うことになり、市立病院は市の個人情報

保護条例に従う必要がある。 

 行政事業として実施する際には、業務委託

の際の大学での倫理審査は必ずしも必要

ではない。県の通知を学長や病院長が承認

し契約が成立していることが重要であろ

う。 

 いずれにしても、県や市の個人情報保護審

議会を通して、CDR が県民の利益になるこ

とを理解されること、そして事業による情

報収集・取扱いが、法律・条例の適応除外

の条項に該当すると承認されることが肝

要であろう。 

 そして法律の解釈や審議会の承認も重要

だが、まずは県民に CDR を周知することが

最重要課題である。そういった啓発活動に

関しては特に予算もないが、県民に対する

取り組みを成果として挙げていくことも

検討課題である。 

 モデル事業では関係多機関と協力し、法律

や条例に基づいてしっかり情報を得る体

制を構築すること目指すが、一方で、解決

できなかった点は今後への課題として抽

出することが望ましい。 

 

 以上の各種の検討から、CDR のモデル事業に

おいては、都道府県が主体となり、行政事業と

して実施する枠組みが適当だと判断された。ま

た、個人情報の保護については、個人情報保護

法・条例の適応除外の項目に該当する取り組み

であると位置づけ、各都道府県および中核市の

個人情報保護審議会の承認を得て実施するこ

とを目指すこととなった。そのために、モデル

事業の都道府県の住民に対する周知・啓発の方

法を検討する。一方で、必要に応じて同意の取

得もできるような体制も用意することとなっ

た。 

 

2)  支援ツールの作成 

 各都道府県でモデル事業の実施体制構築を

支援することを目的に、厚生労働省ホームペー

ジ上で公開されている「都道府県チャイルド・
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デス・レビュー （CDR:予防のための子どもの

死亡検証） 体制整備モデル事業の手引き」の

ほか、以下の支援ツールの原案作成をおこなっ

た。  

① 「手引き」 

この手引きの作成においては、CDR モデル事

業における情報収集や管理の流れ、その際の留

意点などについて、「地域がん登録」の手引き

を参考にした。地域がん登録では死亡した者の

情報のみが収集されたが、CDR では死亡した子

どもの遺族に関する情報も収集されることに

なるため、そうした相違点については特に検討

を重ねた。 

② 保健所死亡小票の目的外利用申請に関す

る書類 

都道府県 CDR モデル事業においては、小児死

亡発生の把握方法として政府統計である人口

動態調査の死亡小票を保健所から入手して利

用することを推奨している。死亡小票の利用の

ためには、事前に厚生労働省に目的外利用申請

をして審査を受ける必要がある。保健所の死亡

小票が利用できるまでには死亡発生から最短

でも 2-3 か月要することが多く、円滑に CDR を

進めるためには、事前の申請が不可欠となる。

また、迅速な審査を受けられるよう配慮し、そ

の申請書類の記入例を作成した。なお、政府統

計目的外利用のための申請書類であるため、公

表はされず、必要とする都道府県へ個別に配布

される見通しである。 

 

③ 小児死亡台帳の作成 

都道府県 CDR モデル事業において、情報の出

入りを管理するための台帳を提案した。それに

よって各情報入手、追加情報提供依頼のタイミ

ングや担当者、情報提供の可否などを管理する

ことができ、どこの経路に時間がかかるか、ど

のような情報は収集しにくいのかなど、都道府

県主体の CDR 実施における課題の抽出と分析

に寄与すると考える。 

 

④ 死亡調査票作成協力（沼口研究代表主導） 

CDR で小児死亡発生の把握にあたり、入手し

たい情報として、医療機関や警察からの死亡の

届け出がある。その際に利用する様式として、

死亡調査票がある。その内容に関しては日本小

児科学会 CDR 委員会委員や、本研究班班員で議

論を重ねた。あくまでも必要な情報を漏らさな

いように作られた標準的な様式であり、各都道

府県で地域特異性のある情報・項目を追加収集

することも想定されている。 

 

⑤ 死亡情報収集のための遺族の同意書 

都道府県 CDR モデル事業では、個人情報保護

法や条例の解釈から、遺族の同意が必要と考え

る都道府県も想定される。そうしたケースを想

定し、同意書の雛形を作成した。なお、これは、

都道府県 CDR モデル事業を実施する際に、必ず

しも同意を得なければならない、ということで

はない。 

 

⑥ CDR 関係多機関への情報提供依頼書 

CDR においては、多機関からの情報収集が不

可欠になり、どの対象に関する情報提供の依頼

であるかが明確である必要がある。また、モデ

ル事業では各機関が情報を提供しなければな

らないという法的根拠はない。これらのことか

ら、情報提供依頼を行う際の依頼書の雛形を作

成し、1 枚目には情報提供の依頼内容、2 枚目

は情報の有無と提供の可否に関して尋ねる形

式となっている。 

 

3)  「 子 ど も の 死 因 究 明 (Child Death 

Review)に関する説明会」開催支援 

令和 2 年 1月 17 日に、厚生労働省母子保健

課が都道府県の担当者を主な対象として、CDR

モデル事業の説明会を実施した。その説明会の

事務局を当研究班が中心となり担当した。各都

道府県だけでなく、保健所設置市・特別区の母

子保健担当者や、各地域の保健医療従事者など

多くの関係者からの参加希望があった。また、
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報道関係者の受付・対応なども支援した。説明

会に先立ち、厚生労働省内の「子どもの死因究

明の推進に係る関係局プロジェクトチーム」の

会議にも参加し、説明会内で使用する資料など

への情報収集もおこなった。 

説明会参加者は研究班員や報道関係者も含

め、127 名であった。一般参加・報道関係を除

く 99名のうち 78 名から、無記名質問紙を用い

てモデル事業に対する質問やコメントを得た。

収集した質問やコメントについては、その内容

ごとに分類し、今後、参考資料（FAQ 等）を作

成する際に、活用することを検討している。 

 

4)  山梨県の事業体制構築支援 

詳細な活動報告については、別分担研究の報

告書を参照されたい。 

 

5)  三重県の事業体制構築支援 

今年度の活動としては、令和 2 年 3月 18 日

に、研究班として初めて三重県を訪問し、県担

当、県内医療機関小児科医、警察、児童相談所、

教育関係の方々と会合をおこない、今までの三

重県の活動と、今後 CDR モデル事業に参画する

とした場合の問題点を共有した。山梨県と同様

に、個人情報保護法・条例の解釈に難渋してい

たが、その点においては先日公開された「手引

き」に記載されたこともあり、それをもって関

係多機関に説明に回るとのことであった。また

すでに、業務を三重大学小児科に委託すること

を検討されており、県の審議会において認めら

れれば、最上位の親委員会である CDR 関係機関

連絡調整会議を開催し、具体的に事業開始の運

びとなる。三重県では本取り組みを次年度の予

算に組み込んでおり、モデル事業参加に積極的

であることが明らかになった。なお、CDR 関係

機関連絡調整会議は、既存の要保護児童対策地

域協議会の委員を起用することを検討してお

り、すでにコミュニケーションが円滑にとれる

会議体の委員同士であることで、一歩前に進ん

だ議論ができると期待されている。 

 

C. 今後の課題 

 今年度本分担研究では、都道府県 CDR モデル

事業開始に向けた積極的な支援を行った。次年

度の単年事業である都道府県 CDR モデル事業

であるが、現在、希望都道府県を確認する段階

にある。モデル事業を実施する都道府県に対し

て、今年度作成した支援ツールを提供したり、

またその実施過程で発生した課題を解決した

りしながら、次年度も支援を継続していく予定

である。また、次年度はモデル事業を実施して

いる都道府県を中心に、都道府県間の横のつな

がりを構築し、今後事業の全国展開を検討する

材料となるような課題抽出が出来るような体

制を整えていきたい。 
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